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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底板、前板、背板、側板、天板を有する紙箱からなり、天板に、一対の切り込みと、こ
の一対の切り込みの最狭部の間に第１の折罫線とを設け、第１の折罫線よりも前板側の天
板と前板とに前板から一対の切り込みに連続する切れ目線を設けることにより、看板部を
第１の折罫線よりも前板側の天板に、差し込み片を前板に、看板部と差し込み片とを連接
して設け、看板部の第１の折罫線と前板との間の略中央に第２の折罫線を設け、切り目線
を切断して、差し込み片を前板から切り離し、看板部を天板から切り離し、差し込み片を
第１の折罫線よりも背板側の天板と対面させて一対の切り込みに差し込むと同時に、第１
の折罫線を谷折し、第２の罫線を山折して、看板部を起立保持する展示機能付き紙箱であ
って、
　前記一対の切り込みは差し込まれる差し込み片の幅よりも最狭部が狭くなるように設け
られ、
　一対の切り込みのそれぞれがＳ字状の切り込みであることを特徴とする展示機能付き紙
箱。
【請求項２】
　前記一対の切り込みは差し込まれる差し込み片の幅と最広部がほぼ同幅であるように設
けられたことを特徴とする請求項１に記載の展示機能付き紙箱。
【請求項３】
　前板に開封開始部が設けられ、この開封開始部から前板と天板の稜線部に向け差し込み
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片を形成する一対の切れ目線が設けられ、これに連続して前記稜線部から天板と側板の稜
線部に向けて設けられた看板部を形成する一対の切れ目線が天板と側板の稜線部上の折罫
線に重なって設けられており、この稜線部上に設けられた一対の切れ目線それぞれは上記
一対の切り込みそれぞれに連続するように設けられていることを特徴とする請求項１また
は２に記載の展示機能付き紙箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、輸送箱として本来の使命を果たした後、店頭で簡単な作業により展示陳列す
ることが可能な紙箱に関する。特に天板に設けた２本の切り込みに看板部を差し込むこと
で、看板部を起立保持することを可能にした紙箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品の輸送陳列兼用可能な紙箱に関する先行技術として次のものがある。
　包装箱の上部フラップを箱の外側に折り曲げて看板として用いる方法において、折り曲
げ状態の係止方法として例えば以下の構造が提案されている。
【０００３】
　特許文献１においては、箱の側面板から蓋フラップに至る２条の切り込みを設けてなり
、蓋フラップを罫線を介して側面板の外面に向けて折返し、２条の切り込みで挟まれた切
り込み部分を倒して切り込み間に係止出来るようにした包装箱が提案されている。
【０００４】
　特許文献２においては、さらに、係止方法として切り込み部分を形成する２条の切り込
み線を同方向に傾斜させることによって親指で簡単に蓋フラップを折り返し状態でロック
できる構造が提案されている。
【０００５】
　上記特許文献１、２に開示された係止方法では、蓋フラップを側壁に沿って１８０度折
り返した状態での固定となり、看板としての効果が箱の側面に限られるために展示効果が
制限されるという問題があった。
【０００６】
　特許文献３においては、包装箱における看板起立手段として天面のフラップを外側に折
り曲げ起立させて看板として用いてフラップ先端部を背面下側のスリットに差し込むこと
により看板の起立状態を維持する構造が提案されている。
【０００７】
　この構造においては、看板を起立させた時の高さが天面のフラップを折り曲げた位置か
ら背面下側のスリットの位置までであり、看板としての効果を有する部分がそれからさら
に包装箱側面の高さを差し引いた高さしかないために十分な展示効果が得られないことが
ある。
【０００８】
　この場合に看板の高さを高くするためには天面フラップの長さを延長する必要があるが
、一般的なラップラウンドケースにおいては天面板のみを箱の長さ以上に延長することは
困難である。また、看板として視認できる面が天面板の通常印刷等の装飾を行わない紙箱
の内面に限られてしまうため、看板として必要な表示等をあらかじめ印刷しておくことが
難しかった。
【０００９】
　特許文献４においては、包装箱の天面板の上面が看板の表面となるように天面板を折返
し差し込み片を背面と天面の稜線上に設けられたスリットに差し込んで看板の起立状態を
維持する構造が挙げられている。
【００１０】
　この構造によれば、印刷の容易な天面板の外面が看板として視認出来る状態になるため
に、前記の他の構造のような包装箱の内面のみが視認可能な看板部となる構造と比べて商
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品情報の表示が容易に出来るという利点があるが、看板に設けられた差し込み片を背面上
部のスリットに差し込む時に収納されている製品を一度外に取り出したり、看板を箱の後
部外側に傾ける必要があったりして陳列展示の煩雑さが解消されていないという問題があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】実開平２－８７７１８号公報
【特許文献２】特開２００３－２８５８２８号公報
【特許文献３】実開昭６０－４１３１７号公報
【特許文献４】特開２０００－１９０９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　天板に設けた２本の切り込みに看板部を差し込むことで、開封・起立保持する紙箱で看
板に設けた差し込み片のスリット差し込み時に製品を取り出したり看板を傾ける必要のな
い構造の展示機能付き紙箱を提供することが本発明の課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の請求項１の発明は、底板、前板、背板、側板、天板を有する紙箱からなり、天
板に、一対の切り込みと、この一対の切り込みの最狭部の間に第１の折罫線とを設け、第
１の折罫線よりも前板側の天板と前板とに前板から一対の切り込みに連続する切れ目線を
設けることにより、看板部を第１の折罫線よりも前板側の天板に、差し込み片を前板に、
看板部と差し込み片とを連接して設け、看板部の第１の折罫線と前板との間の略中央に第
２の折罫線を設け、切り目線を切断して、差し込み片を前板から切り離し、看板部を天板
から切り離し、差し込み片を第１の折罫線よりも背板側の天板と対面させて一対の切り込
みに差し込むと同時に、第１の折罫線を谷折し、第２の罫線を山折して、看板部を起立保
持する展示機能付き紙箱であって、
　前記一対の切り込みは差し込まれる差し込み片の幅よりも最狭部が狭くなるように設け
られ、
　一対の切り込みのそれぞれがＳ字状の切り込みであることを特徴とする展示機能付き紙
箱である。
【００１４】
　本発明の請求項２の発明は、前記一対の切り込みは差し込まれる差し込み片の幅と最広
部がほぼ同幅であるように設けられたことを特徴とする請求項１に記載の展示機能付き紙
箱である。
【００１５】
　本発明の請求項３の発明は、前板に開封開始部が設けられ、この開封開始部から前板と
天板の稜線部に向け差し込み片を形成する一対の切れ目線が設けられ、これに連続して前
記稜線部から天板と側板の稜線部に向けて設けられた看板部を形成する一対の切れ目線が
天板と側板の稜線部上の折罫線に重なって設けられており、この稜線部上に設けられた一
対の切れ目線それぞれは上記一対の切り込みそれぞれに連続するように設けられているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の展示機能付き紙箱である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の請求項１に示した展示機能付き紙箱では、天板に設けた一対の切り込みは差し
込まれる差し込み片の幅よりも最狭部が狭くなっていることから、差し込み片の両端を確
実に咥えて看板を保持することが出来る。
　また本発明の請求項１に示した展示機能付き紙箱では、一対の切り込みのそれぞれがＳ
字状の切り込みであることから差し込み片の挿入がスムースに出来、差し込み片の両端を
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表裏両面からより確実に把持して看板を安定に保持することが出来る。
　また本発明の請求項１に示した展示機能付き紙箱では、一対の切り込みの最狭部の間の
天板に折罫線が設けられていることから看板を形成するのに適切な折り位置で確実に折り
曲げることが容易に出来る。
【００１９】
　本発明の請求項２に示した展示機能付き紙箱では、前記一対の切り込みは差し込まれる
差し込み片の幅と最広部がほぼ同幅であるように設けられていることから、差し込んだ場
合のガタツキがなく安定して看板を保持することが出来る。
【００２０】
　本発明の請求項３に示した展示機能付き紙箱では、前板に開封開始部が設けられ、この
開封開始部から前板と天板の稜線部に向け差し込み片を形成する一対の切れ目線が設けら
れ、これに連続して前記稜線部から天板と側板の稜線部に向けて設けられた看板部を形成
する一対の切れ目線が天板と側板の稜線部上の折れ線に重なって設けられており、この稜
線部上に設けられた一対の切れ目線それぞれは上記一対の切り込みそれぞれに連続するよ
うに設けられていることから、天板表面を外側にして折ることによって視認可能な看板表
面として用いることが出来る。
【００２３】
　以上のように、本発明の展示機能付き紙箱は、看板先端差し込み部の幅寸法を看板幅寸
法より狭く設定して天板に設けた一対の切り込みに差し込む保持機構において、看板基部
を看板先端差し込み部より狭く設定し、看板基部より両側に幅寸法を看板先端差し込み部
寸法にほぼ合わせてＳ字状切り込みを設けることにより、看板先端差し込み部を看板基部
のＳ字状切り込みに差し込んで看板を起立状態に保持することの出来る展示機能付き紙箱
を提供するものである。
【００２４】
　これによって、看板を起立状態に保持する作業が箱の前面および天面で行うことが可能
となり、作業時に収納されている製品を一時取り出したり、看板の部分を包装箱の後部外
側に傾ける等の面倒なことをする必要がなくなり、極めて簡便に陳列展示状態が実現でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態のブランク例
【図２】本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態の概略図（開封前）（ａ）上方から見た
平面図（ｂ）側面から見た概略図
【図３】本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態の概略図（開封後）、（ａ）上方から見
た概略図、（ｂ）（ａ）のＸ－Ｘ’線での断面模式図，（ｃ）（ａ）のＹ－Ｙ’線での断
面模式図
【図４】本発明の開封機能付き紙箱の他の実施形態のブランク例
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付の図面を参照しながら、本発明に係る展示機能付き紙容器の実施形態を説明
する。
【００２７】
　図１と図４は本発明の展示機能付き紙箱の実施形態例のブランク概要図である。図２は
、本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態の開封前の概略図であり、（ａ）は上方から見
た平面図、（ｂ）は側面から見た概略図である。図３は、本発明の展示機能付き紙箱の一
実施形態の開封後の概略図であり、（ａ）は上方から見た概略図、（ｂ）は（ａ）のＸ－
Ｘ’線での断面模式図、（ｃ）は（ａ）のＹ－Ｙ’線での断面模式図である。
【００２８】
　なお、図面上で本発明と直接関係のない部分の符号は適宜省略する。
【００２９】
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　本発明の展示機能付き紙箱は、図１及び図４に示すように、看板として起立保持させる
部分の基部となる位置の天板の中央部に一対のＳ字状の切り込みおよび罫線を設けること
により、きわめて容易に天板を折りたたんだ看板を開封・起立保持可能な状態とするもの
である。
【００３０】
　本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態についてまず図４を参照して説明する。
　図４にそのブランク図を示したようなラップアラウンドケースにおいて、側面にカット
テープ、ライナーカット等の切断手段Ａ（３３）を設け、その一方の面に切出口Ａ（３０
）及び切出口Ｂ（３１）を左右に設ける。各々の切出口上部から外側方向に天面にかけて
ジッパー等の切断手段を設ける。
【００３１】
　天面の看板面と看板面の背面との間に二重罫線またはベタ罫線等の折れ曲がり易くする
ための山折罫線を設け、看板背面には看板基部に向け内側に向けた切断手段を設ける。
　看板基部の幅寸法は看板先端差込部幅寸法より片側で２０～６０ｍｍ程度狭く設定し看
板基部両側にＳ字状切り込み（２９）を設ける。切り込み両端までの幅寸法は看板先端差
部幅寸法よりやや広い幅寸法とする。
【００３２】
　切出口Ａ及び切出口Ｂの間を切断手段Ａにより切取り、その両端から上部に向け設けら
れた切断手段により看板基部まで切り離し、看板面と看板背面間の罫線を山折りに折り曲
げ看板と側面から形成される看板先端差込部の間に設けた罫線を同じく山折りとし、その
看板先端差込部を看板基部両側に設けられたＳ字状切り込みに差込むことにより看板を起
立状態に保持させる。
【００３３】
　さらに開放的な陳列方法として、切出口Ａと切出口Ｂとから紙箱外側に向けて、切断手
段Ａ及び妻面上部に設けられた切断手段Ｂにより紙箱上部を切り離すことにより開口部を
広くすることが可能であり、これによってより効果的な商品の陳列が出来るようになった
。
【００３４】
　さらに、紙箱の積み重ね陳列に適した陳列方法として、上記の方法で展示可能な状態と
した陳列紙容器を大量に積み重ね陳列する場合は、切出口Ｃから紙箱の両側へ向けて切断
手段Ａにより上部を切り離すことにより上部全面が開放されたトレーとすることが可能で
あり、これによってより効果的な積み重ね陳列が出来るようになった。
【００３５】
　つぎに、本発明の展示機能付き紙箱の他の実施形態を図１のブランク例を参照して説明
する。
【００３６】
　図１は本発明の展示機能付き紙箱の妻面側を展示正面とする他の実施形態を示しており
、天板（１１）、側板（１２）、（１３）、底板（１４）およびそれぞれに連接されたフ
ラップによる背板（１７）（図１では示さず）および前板（１６）により構成されている
。側板（１３）にはさらに接着フラップ（１５）が連接されている。
【００３７】
　このブランクの打ち抜きおよびこのブランクからの箱の組み立ては周知の方法で行う。
【００３８】
　図１において、切れ目線（６Ａ）、切れ目線（６Ｂ）は開封時に側板（１２）、側板（
１３）を切断するための手段であり、切断手段（９Ａ）、切断手段（９Ｂ）は開封時に側
板（１２）および側板（１３）の上下を切り離すための手段である。
【００３９】
　なお、上記の切断手段での切り離しを容易にするために切出口（７Ａ）、切出口（７Ｂ
）が切断手段線上に設けられており、切断手段に沿って前方および後方のいずれの方向へ
も切り離しが出来るようになっている。
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【００４０】
　看板を立てるという本発明の展示機能付き紙箱の通常の使用法では切出口後方への切断
手段に沿った切り離しは不要であるが、大量展示で積み重ね陳列が必要とされる場合には
切出口（７Ａ）、切出口（７Ｂ）から後方に向けて切断手段（９Ａ）、切断手段（９Ｂ）
に沿って箱本体上部を切り離すことによって上部全面が開放されたトレーとすることが出
来るのでより効果的な積み重ね陳列が可能となる。
【００４１】
　天板（１１）と側板（１２）、側板（１３）の稜線部となる境界の一部に設けられたジ
ッパー等の切れ目線（８Ａ）、（８Ｂ）および天板（１１）前方の開封・折り曲げ・起立
保持する看板部（１１Ａ）の起立後に差込部（１８）となる前面部に設けられた切れ目線
（５Ａ）、（５Ｂ）は、紙箱の開封時に開封・折り曲げ・起立保持する天板の前方部（看
板部）（１１Ａ）から非開封・起立しない後方部（１１Ｂ）の境界である看板基部罫線（
２）に沿って看板部を起立させる時に看板部の輪郭部分を天板から切り離すための手段で
ある。
【００４２】
　図２は本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態の開封前の概略図であり、（ａ）は上方
から見た平面図（ｂ）は側面から見た概略図である。
【００４３】
　図２（ａ）には、天板に設けた一対のＳ字状の切れ込み（１Ａ）、（１Ｂ）と折り罫線
（２）、（３）、（２１）により天板（１１）およびそれと連接された前板（１６）を開
封・折り曲げ・起立保持する紙箱であって、開封・折り曲げ・起立保持する天板の前方部
（看板部）（１１Ａ）と非開封・起立しない後方部（１１Ｂ）の境界に設けられた看板の
起立の基線となる谷折罫線（２）と、看板部を折り曲げるための山折罫線（３）を設けた
天板の箱上方から見た平面図を示した。
【００４４】
　図３は本発明の展示機能付き紙箱の一実施形態の開封後の概略図であり、（ａ）は上方
から見た平面図、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ’線での断面模式図、（ｃ）は（ａ）のＹ－Ｙ
’線での断面模式図を示す。
【００４５】
　通常の使用法においては、図２に示した包装状態から切出口（７Ａ）、（７Ｂ）をきっ
かけにしてジッパー等の切れ目線（６Ａ）、（６Ｂ）、ジッパー等の切れ目線（８Ａ）、
（８Ｂ），（５Ａ）、（５Ｂ）によって囲まれた看板部（１１Ａ）とそれに連接する差込
片（１８）を切り離す。
【００４６】
　次に天板前方部（看板部）（１１Ａ）を看板基部罫線（２）に沿って上方に折り曲げ、
山折罫線（３）に沿って前方下方に折り返して、さらに山折罫線（２１）より前側の差込
部分（１８）の片側端部がＳ字状切り込み（１Ａ）と切れ目線（１０Ａ）により形成され
た天板領域（４）の切り込み範囲と看板後部（１１Ｂ）の空隙に差込み、同様に山折罫線
（２１）より前側の差込部分（１８）の対向側端部がＳ字状切り込み（１Ｂ）と切れ目線
（１０Ｂ）により形成された天板領域（４）の切り込み範囲と看板後部（１１Ｂ）の空隙
に差込む。
【００４７】
　このことによって折り曲げた看板部分をほぼ垂直に紙箱上部に視認できる状態で起立・
保持させる。
【００４８】
　この時の看板部分近辺の断面模式図を図３に示した。図３の（ｂ）は、図３の（ａ）に
おけるＳ字状切り込みの部分を通る直線Ｘ－Ｘ’での断面の模式図であり、図３の（ｃ）
は図３の（ａ）における一対のＳ字状切り込み間を通る直線Ｙ－Ｙ’での断面の模式図で
ある。
【００４９】
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　図３の（ａ）に示したように差込片（１８）の幅（Ａ）は一対のＳ字状切り込み（１Ａ
）と（１Ｂ）の間の最狭部分の幅（Ｂ）と最広部分の幅（Ｃ）の間にあるので差込片（１
８）はその両端部において上記Ｓ字状切り込みによって形成される上記看板後部を天側と
して切れ目線（１０Ａ）、（１０Ｂ）によって看板部分が切り離された上記天板領域を地
側とする空隙に挟まれることによって把持され、上記Ｓ字状切り込みの間の部分すなわち
図３の（ｂ）で示した部分についても起立状態を安定して保持出来る。
【００５０】
　このようにして、図３に示すような、看板表面（１１Ｃ）と看板裏面（１１Ｄ）からな
る看板を天面上に起立保持させた状態を、一対のＳ字状の切り込み線および罫線を設ける
ことにより容易に作り出し、天板を折りたたんで看板としての効果を発揮することが可能
となった。
【００５１】
　本発明の展示機能付き紙箱の材質としては、ダンボールやコート紙などの容器として周
知の材料が使用出来る。
【００５２】
　本発明の展示機能付き紙箱の固着には、公知の接着剤を使用することができる。紙箱が
厚紙と熱可塑性合成樹脂シートとのラミネートシートや熱可塑性合成樹脂シートから形成
されている場合は、接着剤の他に、ヒートシールや超音波接合等の熱による溶着手段を利
用することもできる。
【符号の説明】
【００５３】
１Ａ…Ｓ字状切り込み
１Ｂ…Ｓ字状切り込み
２…看板基部罫線（谷折罫線）
３…山折罫線
４…Ｓ字状切り込みと切れ目線により形成された天板領域
５Ａ…切れ目線
５Ｂ…切れ目線
６Ａ…切れ目線
６Ｂ…切れ目線
７Ａ…切出口
７Ｂ…切出口
８Ａ…切れ目線
８Ｂ…切れ目線
９Ａ…切断手段
９Ｂ…切断手段
１０Ａ…切れ目線
１０Ｂ…切れ目線
１１…天板
１１Ａ…天板前方部（看板部）
１１Ｂ…看板後方部
１１Ｃ…看板表面部
１１Ｄ…看板背面部
１２…側板
１３…側板
１４…底板
１５…接着フラップ
１６…前板
１７…背板
１８…差込片
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２０…折罫線
２１…折罫線
２２…折罫線
２３…折罫線
２４…折罫線
２５…折罫線
２６…看板
２７…看板基部
２８…看板先端差込部
２９…Ｓ字状切り込み
３０…切出口Ａ
３１…切出口Ｂ
３２…切出口Ｃ
３３…切断手段Ａ
３４…切断手段Ｂ
３５…折罫線（逆罫）
Ａ…差込片幅
Ｂ…一対のＳ字状切り込み最狭部幅
Ｃ…一対のＳ字状切り込み最広部幅

【図１】 【図２】
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